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はじめに

序章

　地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（以下、「歴史まちづくり法」と
いう。）は、地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が
行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成されて
きた良好な市街地環境（以下、「歴史的風致」という。）を向上することを目的に平成20年

（2008）５月に制定された。
　本市では、歴史まちづくり法に基づき長野市歴史的風致維持向上計画を策定し、平成
25年（2013）４月に国の認定を受けた。以降、11年にわたり伝統的な環境に調和する良
好な景観形成、地域固有の歴史や文化、伝統を生かしたまちづくりに取り組んできた。
　この間、道路美装化や電線電柱類地中化、歴史的建造物や伝統的な祭礼で使われる屋
台の補修、文化財の保存整備などを進めてきた。また、戸隠地区の中社区、宝光社区の
一部は、戸隠信仰の宿坊群と門前町としての町並みが、平成29年（2017）２月に重要伝
統的建造物群保存地区に選定された。さらに、日々の暮らしに根差し周囲の環境と一体
になった特色ある景観、地域の歴史や文化、伝統を見つめ直し、これらを守り伝えよう
とする意識が住民の中に定着し、ガイド活動、まち歩き、茅場整備、パンフレット発
行、講座開催など住民主体の活動が積極的に行われてきた。
　現在、少子高齢化の進展や世代交代などにより、伝統的な祭礼の担い手不足や歴史的
建造物の滅失が進み、これまで継承されてきた歴史的風致の維持が、困難になりつつあ
る。多くの方に本市の歴史的風致を知ってもらい、訪れてもらうことで、住民の地域へ
の自信と誇り、愛着が増し、また、地域全体が輝き、伝統的な祭礼や街なみの継承につ
ながることが期待される。
　さらに、歴史まちづくりは、持続可能な開発目標（SDGs）のゴールのひとつである持
続可能な都市の実現にも貢献する。
　引き続き、暮らしに息づき、受け継がれてきた地域固有の歴史や文化、伝統、また、
風情あるまちなみを生かし、歴史まちづくりを進めていくため、作成を進めている長野
市文化財保存活用地域計画と整合をとりながら、本市の歴史的風致の維持と一層の向上
を目指して長野市歴史的風致維持向上計画（第２期）を策定する。

計画策定の背景と目的1
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　事務局であるまちづくり課、文化財課が中心となり、第１期計画の評価を踏まえ、庁
内組織及び法定協議会の長野市歴史的風致維持向上協議会のほか関係する附属機関への
意見聴取、パブリックコメントによる市民意見の募集を経て、本計画を策定した。本計
画の策定体制は、以下のとおりである。

計画期間2

計画の策定体制3

　令和６年（2024）度から令和13年（2031）度まで

長野市歴史的風致維持向上計画（案）の作成

長野市歴史的風致維持向上計画の認定

長野市長
長野市歴史的風致維持向上計画の決定

長野市地方文化財保護審議会
長野市景観審議会 市　民

主務大臣
文部科学大臣、農林水産大臣、国土交通大臣

長野市歴史的風致維持向上計画策定体制

提案

認定申請

認定

提案 募集

意見

意見 意見

庁外組織
●長野市歴史的風致維持向上協議会
　・学識経験者、団体等
　・地域の代表者
　・行政（長野県、長野市）

庁内組織
●庁議（部長会議）
　市長、副市長、部局長
●歴史まちづくり推進会議
　・企画政策部
　　企画課、交通政策課
　・地域・市民生活部
　　地域活動支援課、松代支所、若穂支所、
　　戸隠支所、鬼無里支所
　・商工観光部
　　商工労働課、観光振興課
　・農林部
　　農業政策課、農地整備課
　・建設部
　　道路課、河川課
　・都市整備部
　　都市計画課、公園緑地課
　・消防局
　　総務課、予防課
●事務局
　・都市整備部まちづくり課
　　歴史的まちなみ整備室
　・教育委員会文化財課
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⑵　法定協議会

　歴史まちづくり法第11条第２項において法定協議会の構成員は、市町村、歴史的風
致維持向上施設の整備又は管理を行う者、歴史的風致支援法人、都道府県、重要文化財
等の所有者、学識経験者、その他市町村が必要と定める者となっている。
　本市の協議会の構成員は、以下のとおりである。

区　分 分　野 委　員 所属団体等

学
識
経
験
者
・
団
体
等

観光 石黒　宏之 公益財団法人ながの観光コンベンションビューロー

建築 久米　えみ 設計工房 ＣＲＥＳＳ

歴史 小林　玲子 長野郷土史研究会

商工 髙見澤　秀茂　◎ 長野商工会議所

建築史 土本　俊和 信州大学工学部

歴史 宮下　健司　　○ 元長野県立歴史館

文化芸術 若山　典子 善光寺平神楽囃子保存会

地
　
域

善光寺地区 清水　光淳 善光寺周辺地域まちづくり協議会

松代地区 長尾　晃 松代地区住民自治協議会

鬼
き

無
な

里
さ

地区 古畑　敦 鬼
き

無
な

里
さ

案内ボランティアの会

戸隠地区 德武　加代子 戸隠地区住民自治協議会

行
　
政

県
長野県教育委員会事務局文化財・生涯学習課長

長野県長野建設事務所建築課長

市
長野市都市整備部長

長野市教育委員会事務局教育次長

（任期　令和４年（2022）４月１日から令和６年（2024）３月31日まで）
◎は会長、○は職務代理者
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⑴　第１期計画

　第１期及び、第２期の計画策定（変更）の経緯は、以下のとおりである。

計画策定（変更）の経緯4

日　付 手続き 内　容

平成 25 年（2013）   3 月  7 日 計画の申請

平成 25 年（2013）   4 月 11 日 計画の認定

平成 26 年（2014）   3 月 10 日 計画の変更認定申請

平成 26 年（2014）   3 月 31 日 計画の変更認定

平成 27 年（2015）   2 月 27 日 計画の変更認定申請

平成 27 年（2015）   3 月 27 日 計画の変更認定

平成 28 年（2016）   3 月 18 日 計画の変更認定申請

平成 28 年（2016）   3 月 31 日 計画の変更認定

平成 29 年（2017）   3 月 23 日 計画の変更認定申請

平成 29 年（2017）   3 月 31 日 計画の変更認定

平成 30 年（2018）   3 月 12 日 計画の変更認定申請

平成 30 年（2018）   3 月 29 日 計画の変更認定

平成 31 年（2019）   3 月  5 日 計画の変更認定申請

平成 31 年（2019）   3 月 29 日 計画の変更認定

令和  2 年（2020）   3 月  2 日 計画の変更認定申請

令和  2 年（2020）   3 月 24 日 計画の変更認定

令和  3 年（2021）   2 月 26 日 計画の変更認定申請

令和  3 年（2021）   3 月 15 日 計画の変更認定

令和  4 年（2022）   2 月 25 日 計画の変更認定申請 期間１年延長

令和  4 年（2022）   3 月 29 日 計画の変更認定

令和  5 年（2023）   3 月 31 日 計画の軽微な変更届出
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⑵　第２期計画

日　付 手続き 内　容

令和  4 年（2022）   1 月 27 日 庁議 策定について

令和  4 年（2022）   7 月  7 日 歴史まちづくり推進会議 策定について

令和  4 年（2022）   8 月  9 日 歴史的風致維持向上協議会 策定について

令和  5 年（2023）   1 月 18 日 歴史まちづくり推進会議 骨子案について

令和  5 年（2023）   2 月 16 日 歴史的風致維持向上協議会 骨子案について

令和  5 年（2023）   4 月 25 日 歴史まちづくり推進会議 策定について

令和  5 年（2023）   6 月  1 日 歴史的風致維持向上協議会 素々案について

令和  5 年（2023）   9 月 19 日 地方文化財保護審議会 素案について

令和  5 年（2023）10 月 18 日 歴史的風致維持向上協議会 素案について

令和  5 年（2023）10 月 31 日 庁議 案について

令和  5 年（2023）11 月 17 日 景観審議会 案について

令和  5 年（2023）11 月 21 日 パブリックコメント １か月間

令和  5 年（2023）12 月  5 日 歴史まちづくり推進会議 案について

令和  6 年（2024）   1 月 18 日 歴史的風致維持向上協議会 答申

令和  6 年（2024）   1 月 25 日 庁議 計画の決定

令和  6 年（2024）   1 月 26 日 計画の認定申請
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